
曜判難｣教材令和

裁決書の概要

１
卜
‐
屯

裁決書の概要・事例研究

令和元年8月2日 （金）

自 8：30至13:50

国税不月跨群I所

国税審判官石井邦明

瞬 目〕

儲義日陶

儲師

税務大学校



｢新たな裁決書方式」による裁決書の作成に当たっての留意事項

標題の件については、下記のとおり取りまとめたから、今後の執務の参考とされたし始

鯉旨）

平成29年6月21日付国管管1-18「平成29事務年度における事務運営に当たり特に留意すべき事項に

ついて（指示） 」により、平成29年7月1日以降に審査請求書を収受する事件から、原則として「新た

な裁決書方式」により裁決書を作成することとしている。

その後、平成29年7月3日付国管管2－19「新たな記載方法による裁決書の作成に当たっての留意事

項について（指示） 」 （以下「本件指示通達」という。 ）により、新たな裁決書方式の基本的な構成や

留意事項を整理したが、本件指示通達と「裁決書起案の手引」との平灰が合っていない部分等が認めら

れたため、本情報は、同部分の対応方法を説明するとともに、裁決の質的向上の観点から、最近の裁決

結果等の検討を通じて留意すべきと認められた事項や事実認定の手法及び法令角鍬に当たって留意すべ

き基本的事項について取りまとめたものである。

なお、職決書起案の手引」については、本情報及び審判所情報第4号（平成30年6月22日付） （以

下「審判所情報第4号」という。 ） 「裁決書記載例」に記載された内容に基づき、追って改訂する予定

である。

記

1 はじめに

別紙「新たな裁決書方式の概要」は、本件指示通達により示した留意事項に本情報で取りまとめた内

容を付記したものである。

また、別添「 【共通】事実認定の手法等」は、事実認定の手法（処分証書の法理）及び法令角鍬（文

言の限定角鍬）に当たって留意すべき基本的事項を整理したものである。

2別紙「新たな裁決書方式の概要」に係る補充説明等

（1） 「事案の概要」欄

「事案の概要」欄は、裁決書の冒頭において、事件の全体像を把握するために設けられているもので

あり、できる限り簡潔に記載するのが望ましﾚ％したがって、 「事案の概要」欄における略語の定義は、

極力最小限俔貝リ 「審査請求人」のみ）に止める点に留意する。この場合、一般的に実務で使用されて

いる文言については条文を示すことなく記載し、定義は「関係法令（等） 」欄以降におくこととして差

し支えない(住宅借入金等特別控除､居住用財産の売却に係る譲渡所得の課税の特例､移転価格税制等)。

また、処分が複数年分にわたるものであっても、 「各更正処分」ではなく、単に「更正処分」と、また

複数税目や更正処分と賦課決定処分が争われているものは｢等｣を使用することとして差し支えない(例

えば､所得税と復興特月I断得税は所得税等､更正処分と賦課決定処分は更正処分等と記載し､定義は｢関

係法令（等） 」欄以降におく。 ） 。
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(2) 「関係法令（等） 」欄

「関係法令（等） 」欄の記載I頂序は、法体系や法構造を意識して論理的に決定するのであるが、争点

の判断に必要のない条文等は記載しないのが望ましい（例えば、更正処分や更正をすべき理由がない旨

の通知処分が審査請求の対象であって、争点が必要経費算入の可否（所得税法第37条）を争った事例の

場合、国税通則法第23条や第24条を記載する必要はなし殆） 。

(3) 「基礎事実｣欄

イ 「裁決書起案の手引」では、 「基礎事実J欄の柱書に、 「以下（次）の事実は、請求人と原処分庁

との間に争いがなく、当審判所の調査及び審理の結果によってもその事実が認められる。 」と記載し

ていたが、当該下線部分は、今後、記載しないことを原則とし、例えば、 「当審判所の調査及び審理

の結果によれば、以下（次）の事実が認められる。 」と記載する。なお、 「基礎事実」欄に記載した

事実は、当事者間に争いがないか又は本格的に争っていないことが前提であるから、証拠の出所まで

は記載する必要はなしも

ロ 「新たな裁決書方式｣･採用以前の裁決書においては、 「基礎事実」欄に争いのない事実のみを記載

していたことから、当該裁決書の記載内容を参考にする際には、この点に留意する。

ハ 「基礎事実」欄には、課税要件事実など判断に必要な事実や事案あるいは双方の主張を理解する上

で前提となる事実のうち、当事者双方に争いがない事実や証拠から容易に認定できる事実を記載する

こととなるが、その際、争点の判断にも使用する事実については、事案に応じて、關定事実」欄に

再度記載するが「当てはめ」欄において「基礎事実」欄に記載した内容を引用する形で記載する。

二略語を定義する際には、例えば「本件年分」と「本件各年分」のように誤解を招く可能性のある略

語を併用しないよう工夫する。

性） 嗜査請求に至る経緯｣欄

「新たな裁決害方式u採用以前の裁決書においては、 「審査請求に至る経緯｣欄の全てを別表形式に

委ねる方法を採用しているものが多々見受けられるが、 「新たな裁決書方式」では「基礎事実」欄から

「審査請求に至る経緯」欄まで、事実を時系列に記載することにしたのであるから、別表を使用する場

合には、申告年月日や処分年月日を本文中に記載した上で、申告内容及び処分内容を別表に記載する形

式とするのが望ましい。

(5) 「争点」欄

複数の争点がある事件については、手続に係る争点から実体に係る争点の順に記載するなど、論琳勺

順序に従って整理して記載するのが望まししも

(6) 「争点についての主渦欄

イ 「争点についての主掲欄は、当事者の主張をそのまま記載せずに、簡潔明瞭に取りまとめた上で

記載するのが望ましい。争点の確認表を送付する段階で、当事者から、主張を要約することなくその

まま記載するよう求められた場合は、双方の主張の対立点を明確にし、争点を確立するため、主張の

要旨が記載される箇所である旨説明し、理解を求める。また、同欄には、主張の根拠となる証拠や供

述の内容に係る記載は行わなしちなお、 「争点についての主掲欄は、別紙によらず、本文中に記載

するのが望まししち

ロ 「争点についての主掲欄での表形式の採用については、内容の複雑さ、読みやすさなどの観点か

ら検討するのであるが、仮に争点が一つであっても、主張のポイントが複数あり、各ポイントについ

て主張を対比させたほうが分かりやすい場合には、表形式で表示するのが望ましい。

(7) 「当審判所の判断」欄

イ記裁|頂序の基本形を次の二つとするが、選択に迷う場合は、法令角歌先行型を採用して差し支え

ない。

法令解釈先行型：①法令角鍬、②認定事実、③当てはめ

認定事実先行型：①認定事実、②法令角鍬、③当てはめ

ロ認定した事実を単に法令に当てはめることにより結論を導き出せる事件(いわゆる法令角鍬をする

までもない事件）にあっては、法令角鍬を記載する必要はない。この場合には、關定事実」欄及

び「当てはめ」欄を分けずに、 「検討欄又は「争点○について」欄を設けて記載する方法でも差

し支えない。

ハ法的三段論法に基づく判断過程の記載量が少なく、 「法令角鍬」欄、 「認定事実」欄、 「当ては

め」欄に分けずにまとめて記載した方が分かりやすい場合は、 「検討欄又は「争点○について」
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欄を設けた上で、その中で法的三段論法に基づく判断過程を一括して記載することとして差し支え

ない。

二 「法令角鍬」欄や「当てはめ」欄において、 「関係法令(等） 」欄に記載した関係法令や「争点

についての主張」欄に記載した当事者の主張を再掲する場合、従前に記載した内容をそのまま記載

することは差し控える（例えば、関係法令については、 「上記○のとおり規定しているところ」と

記載し、当事者の主張については、 「上記○のとおり、○○○（要約したもの）と主張する…」と

記載する。 ） 。

(8) 「認定事実｣欄

關定事実｣欄は、当事者間において争いのある事実について、審判所が訂肌に基づいて認定した事

実を記載するのであるから、その冒頭において、証拠の出所(審理関係人が提出した資料や審判所が職

権で収集した資料など）をまとめて記載するのが望ましいその上で、重要な認定事実について当事者

の主張が対立しているような場合には個別に具体的な証拠を摘示し、場合によっては、罵定事実」欄

以外にBI獺を設けて証拠の中身を記載することもある点に留意する'(審判所情報第4号｢裁決書記載例」

（走韻ﾘ・事例1） 7頁参照)。

(9) 「当てはめ」欄

「基礎事実」欄等に記載した内容を「当てはめ」欄で引用する場合には、項目付番を記載する点に

留意する。そして、その際の記載方法としては、例えば「1の(1)のイのとおり･･･」又は「1(1)イのと

おり…」などが考えられるところ、いずれの場合でも裁決害内で記載方法が不統一にならないよう留

意する。

⑩ 「原処分の適法性について」欄

裁決書の主文が「棄却」の場合には、原処分が争点以外の要件を充足していることを記載した上で、

原処分が適法であることを示す必要があり、 「原処分の適法性について」欄は、そのことを記載する

ための場所である（なお、一通の裁決書の中で複数の処分を判断する場合は、各処分について適法性

の判断を示すb ) 。

課税事件（青色申告承認取消処分等を除く。 ）にあっては、別表等を活用するなど原処分に係る税

額（事件によっては､課税標準額等）が審判所認定額の範囲内であることを示すなどして、争点以外

の課税要件を充足している事実を簡潔に記載し、徴収事件にあっても、争点以外の要件を充足してい

ることを簡潔に記載する点に留意する。

次に、審判所の審理では、当事者間で争点となっていない事項についても一応の審理をしなければ

ならないことから、原処分について、争点以外の要件のうち上記で示した税額等の他に、例えば、理

由の提示（理由付記）の妥当性や原処分が手続上の要件も充足していることなどを判断の締めくくり

として包括的に示すのが相当である。したがって、原処分が税額等から要件を充足している旨の記載

に続けて、 『原処分のその他の部分については、審査請求人は争わず、当審判所に提出された証拠資

料等によっても、これを不相当とする理由は認められなし殆』と記載する点に留意する（この記載は、

従前は、理由欄の最後に「その他」欄を設けて記載していたところである。 ） 。

なお、裁決書の主文が「全部取消し」の場合には、原処分が要件を充足していないことにより、そ

の全部を取り消すのであるから、 「その他の部分について、請求人は争わず、当審判所に提出された

証拠資料等によっても、これを不相当とする理由は認められない」との記載は行わない点に留意する。

1 月I駅5頁には「原則として、認定判断に用いた誠Lの中身例、答述の内容、書証の内容）は書かなしも」及び關定判断に用い
た、又は用いなかった、証拠の信用性に言及する必要は、原則としてない儲定判断に用いた調処例えば答述や書証は、それ

が信用できると判断したからこそ、それらの証拠に基づいて事実を認定するもQ認定事実には、審判所が訂肌を自由に評価した

結果､認定できると判断した事実のみを記載する｡)｡」と記載されているが、この趣旨は､事実関係に関する証拠評価に争いが生じ

ていないもの帆えば成立に争いのな↓喫約書に記載された内容）について、証拠の中身喫約書の記載内容）についてまで記

載する必要がないというものであり、決して、事実関係に関する主張が対立し、その点の証拠評価が勝敗を決する場合において、

証拠の中身を記載しないことを意図するものではない点に留意する。

なお､仮に証拠の中身を記載する場合には、驍碇事勇欄に答述等の内容をそのまま記載するのではなく、壗淀津実｣欄とは別

欄を設けた上で記載し､その後その棚の信用性についての検討を含めて「当てはめ｣欄において記載する方法鰡剴所情報第4号

闘訣書詰罰則休職･事例1)）や｢証拠の信用性について｣欄を設け、その中で､冒醐Lの中身を記載した上で､その信用性の検

討内容を記載する方法鰭半胴T情報第4号職決書言鐵例」 （通則･事例1))、あるいは、 「○○の主張について｣欄において、申述

や答述の内容を記載した上で、その信用性を否定する記載をする方法などが考えられる。
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（参考）記載例

1基本形

○本件更正処分の適法性について

以上のとおり、 ・ ・ ・は・ ・ ・に該当するから、本件事業年度の所得金額の計算上・ ・ ・とな

る。これに基づき算出した請求人の本件事業年度の所得金額及び納付すべき税額は､別表○のと

おりとなり、当審判所においても、本件事業年度の請求人の法人税額は､本件更正処分における

請求人の法人税額と同額であると認められる。

また、本件更正処分のその他の部分については､請求人は争わず、当審判所に提出された証拠

資料等によっても、これを不相当とする理由は認められない。

したがって、本件更正処分は適法である。

2－部取消しの場合

○本件更正処分の適法性について

以上のとおり、……は……に該当するから、本件事業年度の所得金額の計算上……となる。こ

れに基づき、当審判所が認定した請求人の本件事業年度の所得金額及び納付すべき税額は､別表

○のとおりとなり、本件更正処分の金額を下回るから、本件更正処分はその一部を取り消すべき

である。

なお、本件更正処分のその他の部分については､請求人は争わず、当審判所に提出された証拠

資料等によっても、これを不相当とする理由は認められない。

3差押処分の場合

○本件差押処分の適法性について

以上のとおり、争点1及び争点2について請求人の主張は採用できず、上記のとおり、本件差

押処分は、国税徴収法第47条第1項の規定に基づきされている。

また、本件差押処分のその他の部分については､請求人は争わず、当審判所に提出された証拠

資料等によっても、これを不相当とする理由は認められない

したがって、本件差押処分は適法である。

｜ その他

イ 「失当」の言葉の意味は、 「当を得ていないこと」というものであり、訴訟の場面では、主張とし

て当を得ていないという意味で、主張すること自体を否定するニュアンスを持っている。しかしなが

ら、審査請求の審理において、当事者から主張があった場合、要件事実に従って適切に主張を整理し

て判断していくべきであるから、主張すること自体を否定するような「失当」という言葉を裁決書に

記載することは不適当であり、このような場合、例えば｢請求人の主張の事実力認められたとしても

上記結論を左右するものではない｡」あるいは儲求人の主張は､上記結論を左右するものではな肌」

などのように記載するのが望まししも

ロ最高裁判決の参照を指摘する場合には、 「(最高裁平成○年○月○日第○小法廷判決・民集○巻○号

○頁参照)」のように記載し、出典も明記する。また、判決を引用する場合は、引用箇所をかぎ括弧

（「 」）でくくって示すb

⑪

イ

、
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別紙
く新たな裁決書方式の概要＞

新たな裁決書方式の基本的な構成と留意事項は、以下のとおりである。

なお､通則法第101条第1項においては､裁決書の必要的記載事項として、 「主文｣傍1割、 ｢事案の概要｣傍2割、
「審理関係人の主張の要旨」傍3号）及び哩由」傍4号）を記載しなければならない旨規定されているが、現行の
裁決書の記載方法はもとより、新たな裁決書方式についても必要的言鐵事項は全て網羅している。
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裁決書 留 意 事 項

審査請求人

○裁(法)平○第○号

平成○年○月○日

国税?朗艮審判所長○○○○

所在地 く略＞

名 称 A1拭会社

代表者代表取締役B

原処分庁 c税務署長

原処分 平成○年○月○日付でされた

平成○年○月○日から平成○年

○月○日までの事業年度の法人

税の更正処分及び過少申告加算

税の賦課決定処分

上言蝿請求について、次のとおり識央

する ◎

主文

篭請求をい-獄1，も難Iする

1事実

理由

(1) 事案の概要

◎

本件は、○○業を営む審査請求人（以

下「請求人」という｡）が、 ・ ・ ・として

申告したところ、原処分庁が､ ・ ・ ・であ

るとして法人税の更正処分等をしたのに

対し、請求人が・ ・ ・であるとして原処

分の全部の取消しを求めた事案である。

○主文:審査請求に対する結論的判断

○理由：綺論の根拠

壷
章
主文に記載された結論的判断に至った理由を記載するもの。

睡由」欄の本質的な要素は、①「事実認定」と、②「法的三段

論法による判腕｡①の事実認定の結果である關定事実｣と､②｢法

的三段論法による判断」を言職する

○事実： ｢事案の概要」 →

◎

｢閏系法令等」 → ｢基礎事実」

求に至る経緯」のll頂に託鐵することを基本形とする。

－＞ ｢審査請

これにより、基礎事実として記載した事実の趣旨が明らかになる

とともに、事実関係が時系列に沿った繋がった詰載となって、事実

の流れが分かりやすく、読みやすくなる。

○琴榛の栂腰：雲簔の栂腰を短く端的に表現するもの、事案の全体

像が分かるようにするもの（本文2(1)参照）

壷

壷

当事者と審理の対象を概括的に特定する ◎

ここに争点を記載することも考えられるが、事案の概要からおお

よその争点の内容は理解できるため、原則として、具体的な争点は

｢争点についての主掲欄の直前に記載する 。
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(2)関係法令等

イ法人税法第○条《○○○》第1項

は、 ・ ・ ・旨規定している。

ロ ・ ・ ・

ノ、 ・ ・ ・

(3)基礎事実

当審判所の調査及び審理の結果によれ

ぱ、以下（次）の事実が認められる。

イ ● ● ●

ロ ・ ・ ・

ノ、 ・ ・ ・

(4)審査請求に至る経緯

イ請求人は、 ・ ・ ・申告した。

ロ原処分庁は､ ・ ・ ・処分をした。

ノ、 請求人は､ ・ ・ ・平成○年○月○日に

再調査の請求をしたところ、再調査審

理庁は、同年○月○日付で棄却の再調

査決定をした。

○関係法令等：関係法令（＝法律十政令十規則）と通達（ただし、

‐

関係通達がある場合に限る｡）を記載するもの（本文2(2)参照）

関係法令（等）の記載が多くなる場合は、別紙を活用する方法も

ある。その際、別紙で定義した略語を本文朝l1表においても使用す

る場合は、 「関係法令は､別紙のとおりである。なお､月I職で定義し

た略語については､以下､本文及〔)男11表においても使用する｡」など

と託鐵する◎

○基礎事実：原則的には、法的三段論法の当てはめの前提となる事

実、すなわち、課税要件に該当する事実（＝主要事実）のうち、事

実上の争点以外のもの及び争点を鋤革する上で前提となる事実制

言

＝

えば当事者及び関係者など）を記載する（本文2(3)参照)。

後記の課税要件に係る事実上の争点よりも前の段階で、それ以外

の主要事実が認定できていることを明らかにする。

｢基礎事実｣欄に具体的に記載すべき事実とは、 言綿櫻件事実に

該当する主要事実のうち、次の3種類のもの。

①請求人と原処分庁との間に争いがなく、当審判所の調査の結果

によっても認められるもの。

②請求人(又1ｺ原処分庁）が争うかどうかを明らかにせず､当審

判所の調査の結果又は審理の全趣旨によって認められるもの(民

事訴訟でいう曠諦ﾘ自白」に相当するものであるが､職権探知主

義の下では、自白の拘束力がないから､擬制自白も成立する余地

はないけれども､審理の全趣旨により、同様の認定は可能である

う｡） 。

③請求人が主要事実の存在を否認又は不知としているが､本格的

に争っておらず､当審判所の調査及び審理の結果によって容易に

認められるものb

なお､基礎事実として上言⑲及ひ⑧の事実を誰哉することがあり

得ることから、柱書として従来記載していた扁景求人と原処分庁と

壷

の間に争いがなく」の部分は記載しなし＄

証拠等の評価の結果、認定した主要事実を記載するのが原貝llであ

り、間接事実を記載する必要はない

しかし、 後記争点欄で事実上の争点(＝主要事実の存否） があり、

それを、間接事実から主要事実を推認する方式による場合には、推

認に用いる重要な間接事実で、争いがないか、又は証拠等により容

易に認定できるものも記載することができるし、その方が、後記の

事実上の争点の意味を把握しやすくなる。ただし、この場合であっ

＝

ても、推認に用いない間接事実は記載しなしも

原則として、 「(当事者及び関係者）＋時系列に沿った事実関係」

の順番に言職することとするが、各項目ごとに時系列に託蔵する方

が理解しやすい場合などは事案に応じて工夫する。なお、当事者等

について特に示す事項がなければ記載しなくてよし＄

○審査請求に至る経緯：申告（無申告の場合は、申告期限の経過）

＝

毒

から審査請求に至る経緯を記載するもの（本文2(4)参照）

俘度の）申告→（調査）→更正（決定）＋賦課決定

幅調査の請求→再調査決定）

篭請求の順に書く ◎

通常は、更正映定）前に行われた「調査」についてまで記載す

る必要はないただし、調査手続の違法が争点となるとき、調査の
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ニニ 請求人は、再調査決定を経た後の原

処分に不服があるとして、平成○年○

月○日に審査請求をした。

2争点

(1)争点1 （・ ・ ・に・ ・ ・の事実があっ

た力否力も）について

(2)争点2 （ ● ・● ● は、損金の額に算入さ

れる力否力も）について

概要に言及することが相当な場合がある。

毒 基礎事実の記載内容が、申告書の提出に至る経緯や申告書の記載

内容である場合又は徴収事件の一部については、基礎事実と審査請

求に至る経緯を併せて記載した方が時系列に沿った繋がった記載と

なり、珊早しやすくなる場合もある。この場合、見出しは「基礎事

実及〔)髄請求に至る経絢と詰裁する◎

○争点:①課税要件事実に該当する事実（＝主要事実）の存否に係

る争いと､②法令の角鞠《適用に係る争いとに大別される(本文2(5)

参照）

毒

。

高郷拠分という効果が生ずる力否かを争点として捉えるのではな

い。

法的三段論法による判断の結果として、課税要件を充足すれば

課税効果が生ずるというもので、課税効果は、課税要件充足の論理

的帰結にすぎなし％

章

毒

毒

壷

雷

事実上の争点とは、課税要件に該当する具体的な事実（＝主要事

実）の存否という事実認定が争点となるものb

主要事実を間撰妻実からの推認により読淀できるかどうかが争

点となる場合には、上謝佳認をさせるか、又は推認を妨げる重要

な間接事実の存否が争点となる。

例:相続税法第22条の湘続財産の価額｣を推認させる評価通達

に従った評価

その推認を妨げる、不動産鑑定評価の合理性の有無

課税要件に該当する事実の存否が争点である。課税要件を充足

した塲洽の効果が直接の争点となるのではなしも

例：贈与契約の成否が争点である。贈与により財産を取得したか

は､争点ではなしも ．.､贈与契約力城立すればその契約の効果

として財産の所宥権が移転するから。

法律上の争点とは、法令の角鍬･適用に係る争点をいう。分析す

ると、砺弼i要件の角鞠《上の争点と、②適用（＝当てはめ）上の争

点とがある。

要件として規定されていないものをもって要件であると主張す

る場合がある。このような場合には、 「条文の規定上､要件とされ

ていないことは明らかである」などとして簡紫に応答すれば足り

る。

本来、この主張は、要件を規定する用語の角歌問題とはいえな

いが、広義には、これも要｛z桷鍬の一つの類型として争点として

扱うことが相当な場合がある。

当事者の主張が、以上の意味での事実上の争点、法律上の争点と

なっていないことがある。例えば課税要件の効果を争っているも

のは、謂錐要件を巡る争点に引き直す必要がある。

課税要件事実と関係のない事実の主張は争点とならなし＄

例えば調査手続の過程のあれこれの具体的な事実が、全て課

税処分の違法を基礎付ける事実上の争点となるのではなしも課税

処分の違法を基礎付けるのは、 重大な調査手続の違法に限られ、

このような重大な違法を基礎付ける事実のみが事実上の争点にな

るのが原則である。

法令の到牛として詰裁されていないことを、言瀞i庁の蒻努ないし

納税者の権利として主張しても、本来的な争点ではない
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3争点についての主張

(1)争点1 （・ ・ ・に・ ・ ・の事実があっ

た力否力も）について

イ原処分庁

ロ

る

原処分は、次の理由により適法であ

。

(ｲ）

(ﾛ）

的

る

● ● ●

● ● ●

● ● ●

請求人

原処分は、次の理由により違法であ

◎

(ｲ）

(ﾛ）

(ﾊ）

● ● ●

● ● ●

● ● ●

(2)争点2 （・ ・ ・は、損金の額に算入さ

れる力否力も）について
● ● ●

4当審判所の判断

(1)争点1 （・ ・ ・に・ ・ ・の事実があっ

た力否力も）について

イ認定事実

請求人提出資料原処分関係資料並

びに当審判所の調査及び審理の結果に

よれば以下（次）の事実が認められ

る。

(ｲ）

(ﾛ）

● ● ●

● ● ●

○争点についての主張：争点に係る請求人の主張と原処分庁の主張

壷
雪

を要約する（本文2(6)参照)。

単純な主張であれば文章形式で用が足りる。

主張が僻佳化した場合には、表形式にして双方の主張を目に見え

る形で対比できるようにするなどすると、読みやｳｰくする。

○当審判所の判断: ｢争点中心の審理判腕の運営原則からは､まず

争点から判断する（本文2(7)参照)。

毒

、

言弼彼騎の審理の対象が総主義であるとする建前からは、争点

についての判断を踏まえ、争点以外の事項についての判断も簡潔に

付加して、課税処分の適法性を判断する必要がある。

言 争点中心の調査及び審理という運用原則からは、

｢争点1 （更正処分に係る争割について」 → (｢争点2砿課決

定処分に係る争点)について」 （ただし､加算税固有の争点がある場

合に限る｡)） －＞

適法性について」

｢更正処分の適法性について」

－＞

－〉 ｢R蔬果決定処分の

陥論（審査請求却下、審査請求棄却又は原処

分の取消し)」の順に記載する

＝

◎

争点に係る判断の記栽I頂序について、法令角鞠3先行型⑥法令解

釈一う鯛定事実一③当てはめ）及び認定事実先行型脇定事実→

②法令角鍬→③当てはめ）の二つを基本形とし、明瞭で分かりやす

い裁決書となるよう事件によって適切に使い分けるようにする

なお、選択に迷う場合は、法令角

しち
－

言

酬シ 7、
伴一

行型J1 ．

。

を採用して差し支えな

認定事実を単に法令に当てはめることにより結論を導き出せる事

一
↓
を設け、まとめて記載するなど弾力的に対応して差し支えなし＄

○認定事実：事実上の争点について、証拠等により事実を認定する

壷

(本文2(8)参照)。

①直接証拠により事実を認定する方式と、②間接証拠から間接事

実を認定し、間接事実から主要事実を推認する方式とがある。

雪
壷
認定した事実を記載する ◎

基本は、各当事者が提出した資料及び当審判所の調査の結果に加

え、審理の全趣旨も加えて、課税要件事実（＝主要事実）が認定で

ノ
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(ﾊ） ● ● ●

ロ法令角鍬

法人税法第○条第1項は、上記1の

(2)のイのとおり規定しているとこ

ろ、 ・ ・ ・であると解される。

きるかどうかを誰筬する◎

認定できると判断したら、 「証拠等によれば主要事実aが認めら

れる」という結果を記載する ◎

認定できないと判断したら、 「本件全証拠によっても､主要事実a

を認めるに足りない」又は「主要事実aを認めるに足りる言戯Lはな

い」などと記載する。

毎間接事実による推認の方式による主要事実の認定の場合、

主要事実を推認するか、又は推認を妨げる間接事実を認定するこ

とが必要であり、この場合には、時系列で託鐵するのがよい

複数の間接事実を認定した後、 「間接事実a+b+cから主要事

実xを推認できる」又は「上誰妻実によっても主要事実xを推認

することはできない」という判断を記載する0

あるいは、 「間撰妻実a+b+cからは主要事実xを推認するこ

とができる｡間撰妻実dを考慮しても､上記j儲は妨げられない」

又は「間接事実a+b+cはあるが、他方、間撰妻実dがあるこ

とを考慮すると、 a+b+cのみでは主瞬妻実xはｷ儲すること

ができない」などという判断を記載する。

時系列で書く場合であっても、事実関係があまりに多く、複雑

になるときは、読みやすく、醐革しやすくする工夫が必懐島例え

ば3つ、 4つの大きな塊にして、整理する伽、当事者、申告

前の事情、申告時の事情、申告後の事情）

壷原則として、認定判断に用いた証拠の中身伽、答述の内容、書

証の内容）は記載しなし％

言

答述の内容を謁田に記載しているだけのもの、答述の内容を詳

細に記載した上で、これを「信用できる」と記載するものも時に

見受けられるが､これでは事実を認定したことになっていない上、

そもそも、このようなことを記載すべき欄ではなし＄

認定判断に用いた、又は用いなかった、証拠の信用性に言及する

必要は､原則としてない（認定判断に用いた証拠例えば答述や

書証は、それが信用できると判断したからこそ、それらの証拠に基

づいて事実を認定するものb認定事実には、審
I"UE

肋§証拠を自由に

評価した結果、認定できると判断した事実のみを記載する｡）

雷
壹
法令、通達はここで記載すべきものでなし＄

。

従来の罵定事実｣欄は、争いがある事実について、証拠十当審

判所の調査の結果によって､認定するのに対し､争いのない事実は、

間接事実を含めて、 「基礎事実｣欄に書くという棲み分けがされてい

ること力沙なくなしも

しかし、 「認定事実｣欄は、当事者が真剣に争っている主要事実に

ついての認定判断を記載するものにし、それ以外の主要事実につい
－－F－4－ 「甘一味奉･圭， ＋函F一三可土哩-斗-玄1全1 亜ヌーブ、ノ、ﾚｰﾄ）一一一乏〆7、ふき毎一上

主

義的な調査及び審理に基づく裁決書の記載の在り方として論理的で

ある。読者にとっても、その方が読みやｰいb

○法令角鍬：法律上の争点につき、法令で規定された課税要件の解

釈が必要な場合に、 「法令角鍬」欄を設けて法令の角鍬を記載する。
壷

雪

法令で規定された課税要件を認定した事実に直接適用する場合に

は託鐵不要である。

法令の角鍬とは、課税要件を定義することである。

ときどき、条文と趣旨が書いてあるだけで、課税要件の定義が

書いていない記載例があるが、これでは、法令角鍬になっていな

I｣〃
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ノ、

一
一

当てはめ

(ｲ）本件について､上記イの事実を上

記ロの法令解釈に照らしてみる

と、 。 ・ ・ ・とするのが相当である。

請求人の主張について

請求人は、上記3の(1)のロのとお

り・ ・ ・ ・旨主張する ◎

しかしながら、 。 ・ ・ ・というべきで

あるから、この点に関する請求人の主

張には理由がない

(2)争点2 （・ ・ ・は、損金の額に算入さ

れる力否力も）について
● ● ●

(3)本件更正処分の適法性について

以上のとおり、 ・ ・ ・は・ ・ ・に該当す

るから、本件事業年度の所得金額の計算

上・ ・ ・となる。これに基づき算出した

しも

法律及びその委任を受けた命令により要件が規定されているの

で､,その角鍬をして、要件の用語を定義する ◎

法令に関係する解釈通達がある場合、通達の位置付けを明らか

にする。

法令角鞠碓達が法令角鍬として相当な場合､ 「当審判所も相当で

あると認める｡」等と託鐵する 0

○当てはめ： ｢基礎事実｣欄や｢認定事実｣欄で認定した､課税要件

に該当する具体的事実がある場合、先に認定した事実の要点を要約

して、その事実が課税要件Aに該当する又は該当しないという判断

を示し、具体的には、 「a事実は課税要件Aに該当する｣、又は「a

事実は課税要件Aに該当しない｣などと記載する(本文2(9)参照)。

壷 法令角鍬において、 言瀞腰件AをA＝と定義した場合には、

｢a事実は定義A=であるから、要件Aに該当する」又は「a事実

は定義A=とはいえないから、謂錐要件Aに該当しない」などと記

載する

言

◎

｢認定事実」欄で「主要事実xを認めるに足りない」とした場合

には、それだけで課税要件に該当しないことになる。

○請求人の主張について： ｢請求人の主張について｣欄は､審判所の

認定判断を一通りまとめて書き､その後で､｢請求人の主張について」

欄に請求人の主張をまとめ､これらを排斥する方式を原則とすると、

読みやすく分かりやすい

壷
言

雷

原処分庁の主張を排斥する場合も、請求人の主張を排斥する場合

と同様とし､見出しは､ ｢原拠騎庁の主張について｣などと表示する

排斥すべき請求人の主張を要約した上で､理由を付けて排斥する

0

。

主張を排斥するには、まず、その主張が何についての主張かとい

う分析が必要である。

認定した事実の反対証拠をいうもの力も

法令角歌で異なる角鍬を述べるもの力も

法令の当てはめで異なる判断を述べるもの力も

主張が複数に及ぶ場合、主張の内容･性質ごとに分解し、それぞ

れの主張ごとに反論する。主張とその排斥を、 1対1の対応により

判断を示すのが屑唄L

＝証拠等から、主張事実や間接事実を認定できるとした場合でも、

重要な反対証拠があれば、簡潔に理由を挙げて「反対証拠は信用で

壷

きない」などとして、これを排斥しておく。

ある主張について、その主張の根拠が複数にわたり、それがあい

まって根拠となっている場合がある。その場合には､根拠を①､②

③などと番号を付し、その番号順に反駁するという手法もある。

、

○更正処分の適法性について：審理の対象は総額であるとする主義

の立場から、更正処分の適法性について判断を示すbこれは先に示

した「争点についての判断」を踏まえ、争点以外の事項についても

簡潔に判断を付記して、更正処分の適法性について判断する（本文



2(10)参照)。

雪更正処分の適法性は賦課決定力

いることから、ここで更正処分0

と、後の1踊果決定処分の適法性0

＝オ推車「雨~TFなル今lｱｰｰ〕1,,-でl Ll

すの］固掻注の要ｲ午‘

奇辨昨についT半I胱

すの］固掻注の要ｲ午‘

奇辨昨についT半I胱

-云七乏条、芦

司糊汲助の瞳

ル今の滴沖亨降’

司糊汲助の瞳

ル今の滴沖亨降’

の内容を端日勺に玉

/て論理的である。

の内容を端日勺に玉

/て論理的である。止処分0

人は争オ

資料等ll

浬由I塩

大化i宣雨T

のf也の沼

当剰 琴棄ﾐ却及び一部取消しの場合、原処r分り琴棄ﾐ却及び一部取消しの場合、原処r分り

理由’)梯ﾃT弓 （理由0理由’)梯ﾃT弓 （理由0 〃)妥当j畔や1国〃〃)妥当j畔や1国〃
巳

悦 の理ｲ牛寡"秀汀の理ｲ牛寡"秀汀 wひ〕．wひ〕．

副0）甲I卜切吟予シソ白寄魚'）甲11－．4副0）甲I卜切吟予シソ白寄魚'）甲11－．4

草1塊のH蹄果沃草1塊のH蹄果沃

叡一9 '○仮叡一9 '○仮

の結兵の結兵こ〃母α”

を踏ま
二言争占

皿助か遅伝又は］固伝である百0

の判釿において、 言瀞i要件に局

又は.具体的事z実が課税專件に

7）．r0）宮半| |隊

〃
一
全

米、 1N疏呆伏疋処分について

べき対象は「ﾛ蔬果決定処分0

の内容を端的に表現rする｜ﾛ噸決定処f分り

論埋閉である｡論埋閉である｡

琶胤疏采伏疋処分か週伝でめO7こめには、史止匁助､か適法であ'Oこと

が要件となっている｡更正処分が適法であれば通則法第65条1喉

の過少申告の要件を満たすも

写通則法第65条4項の｢正当な理由」について、これが本格的な争

点になることは少なく、多くの事案では､簡単に、 「正当な理由」が

あるとは認められない旨記載すれば足りる。

＝理論的には、 「本件更正処分の適法性について｣欄と同様に､原処

分のうちの争点以外の事項について、 「また､本件賦課決定処分のそ

の他の部分については、請求人は争わず、当審判所に提出された証

拠資料等によっても、これを不相当とする理由は認められない」と

の記載をすべきであるが、 「更正処分の適法性について｣欄において

当該記載を行う場合は、省略しても差し支えない

蚕更正処分が違法とされればその余の点について判断するまでも

なく、賦課決定処分も違法となる。

〔） 蔀吉冒命：半ll断の夫屋は←結房〔） 蔀吉冒命：半I|断の夫屋は←結房 7）玉~ロ7）玉~ロ

γ〕じγ〕じ
呪＞も)c呪＞も)c

※文中の下線部分は、特に留意が必要な重要な部分である。
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一

‐Eご垂倖

＜参考：差押処分の場合＞

(3)本件差押処分の適法性について

以上のとおり､争点1及び争点2につ

いて請求人の主張は採用できず､上記の

とおり、本件差押処分は､国税徴収法第

47条第1項の規定に基づきされている。

また、本件差押処分のその他の部分に

ついては､請求人は争わず、当審判所に

提出された証拠資料等によっても、これ

を不相当とする理由は認められない。

る

したがって、本件差押処分は適法であ

0

(4)本件#蔬果決定処分の適法性について

上記(3)のとおり、本件更正処分は適法

であり、本件更正処分により納付すべき

税額の計算の基礎となった事実が更正処

分前の税額の計算の基礎とされていなか

ったことについて､ ・ ・ ・正当な理由があ

るとは認められなしもそして、本件事業

年度の過少申告加算税の額については、

計算の基礎となる金額及び計算方法につ

き請求人は争わず、当審判所においても

本件事業年度の過少申告加算税の額は、

本{報蔬果決定処分における過少申告加算

税の額と同額であると認められる。

したがって、本件#蔬果決定処分は適法

である。

(5)結論

よって、審査請求は理由がないから、

これを棄却することとし、主文のとおり

裁決する 。



【簡潔明瞭な裁決書作成のポイント】

「簡潔・明瞭な裁決書」とは、事実と結論の道筋が簡潔、明瞭に示された裁決書を意味しており、具体的に

は、裁決書上において、

①当事者の主張が的確に整理されているもの、

②争点が明確に示されているもの、

③その争点について法令国歌、事実認定、当てはめが端的に示されているもの

と考えられる。

すなわち､争点を中心とした裁決書である。そうすると、まず｢争点整理(主張の分析）を的確に行うこと」

が、求められる裁決書の第一歩ということになる。

争点は、両当事者の主張の相違点であると説明されるが、争点の把握に当たっての基本は、次の事項を的確

に認識することである。

①法令に規定する課税等要件

②課税等要件を充足するための課税等要件事実（主要事実）として把握すべきもの

③主張は課税等要件に則してされているか、その理由は課税等要件事実又はその間接事実を摘示して行われ

ているか

④証拠が的確に明示されているか

なお、争点整理と主張の分析はほぼ同一の作業であるが、主張の面からみると、③法律上の主張と⑥事実上

の主張に区分される。

1課税等要件事実の把握

審査請求書が長文で不明確な記載が多い事案については、法令に規定する課税等要件は何か、また、これを

充足する課税等要件事実(主要事実）は何かを常に反問し､かつ､それらの中で要証事実(立証を要する事実）

は何かを的確に把握して調査審理すべきである。

（1）裁決書には、審査請求書の内容をそのまま書き写したり、そこに使用されている不明確な用語や主張を、

的確な用語や主張にすることなくそのまま使用しないように心掛ける。

（2）課税等要件となる法令自体が、判然としない事案の場合には、過去の裁判例や裁決例を抽出することが争

点の把握に役立つ。

2事実認定

（1）証拠の摘示と事実認定の仕方の例をあげれば次のとおりである。

①通常は、証拠を先に、認定事実を後に示すb

「・ ・ ・同引姻によれば､ ・ ・ ・の事実（こと）が認められる」

「・ ・ ・圃訓鋤には､ ・ ・ ・の記載があり、これによれば・ ・ ・の事実（こと）が認められる」

②複数の証拠から、複数の事実を認定するときは、次のような記述とする。

「・ ・ ・の書面同引姻と、これに符合する ・ ・ ・の答述圃引姻によれば、次の事実が認められる」

「・ ・ ・であること、 ・ ・ ・であること、 ・ ・ ・であることによれば､ ・ ・ ・の事実が認められる」

(誤用例） 「参考人○○は、次のとおり答述する。 」にとどまり、認定事実を記述しないケース

「○○の議事録には次の記載がある。 ． ・ ・ ・」として、 ・ ・ ・の部分に議事録の内容を長文にわ

たり記載しているのみで、その後に認定事実を記述しないケース

(修正例） 「参考人○○の答述によれば､ ・ ・ ・の事実（こと）が認められる。 」

「○○の議事録によれば､ ・ ・ ・の事実（こと）が認められる。 」
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年

(注)証拠能力と証拠の証明力は異なる。証拠能力とは､証拠方法として用いる適格をいい､証明力は、

心証を動力寸力、すなわち、証拠価値をいうから、証明力の高い証拠を用いることが説得力のある

裁決となる。また、一般的には、答述より書証の方が信頼性が高いといわれており、かつ、その証

拠が直接証拠であり証明力があるときには、書証を採用することで十分である。

(2)証拠による検討対象は事実であるから、証拠からいきなり法律効果を認める記述は、論理の飛躍があり説

得力がなく誤りである。

このような場合には、次の修正例のように、 言馴一事実一法律効果というような段階を経るようにする。

（誤用例） 「当審判所に対する関係人○○の答述によれば､請求人は○○万円の債務を負っていることが認

められる。 」

（修正例） 「当審判所に対する関係人○○の答述によれば関係人○○は、平成○年○月○日に、関係人の

自宅において､請求人に対し現金○○万円を､返済期限を平成○年○月○日として貸し付け､その

証として請求人から借用証書を徴したところ、その後､関係人○○は､請求人から当該貸金の弁済

を受けたこともなく、また､請求人の預金その他の支出状況からしても請求人は関係人○○に対し

て貸金の弁済をしていないと認められるから､請求人は関係人○○に対して当該貸金○○万円につ

いて弁済すべき債務を負っていることが認められる｡」

(3)判断に重要な事実で､当事者間に争いのある事実については､なぜそのような認定に至ったのかについて、

証拠を示して的確な論理により明確にする必要がある儲定事実に反する証拠がある場合には、なぜその証

拠が信用できないのかを明らかにする必要がある｡)。

なお、重要な事実を認定することで結論が出てしまうような事例については、關定事実」の項ではなく、

「当てはめ（争点に対する判帥」の項で記載した方がよしも

(4)裁決書上の記載に矛盾を生じさせないようにする必要がある。

例えば関係人の申述又は答述につき、一方で信用できるとしながら、他方でこれと矛盾する事実を認定

することのないようにしなければならなし％

(5) ある事実から他の事実を推認する場合には、なぜ推認できるのかが分かるように記載する必要がある。

そのためには、

①推認の基となる事実（いわゆる間接事実）が、厚みのある事実（又は厚みのある記勃であること

②推認の過程を分かりやすく示すこと（複数の間接事実から、ある事実を推認する場合、その間接事実が

並列のものであるのか、それとも、間接事実同士がお互いを橘宝するものであるのかなどの別により、記

載の仕方を工夫する必要がある｡）

が重要である。
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